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今年度も4～8月時点で月８０時間超６名！
もはや幹部職員は「月80時間超職員ゼロ」の目標達成をあきらめているのか？
職場環境の多忙化は年々進んでいる！長時間労働達成のため特例業務の厳格化は不可欠だ！

９年連続で「月80時間超の職員ゼロ」の数値目標が達成できず！
10月17日（金）に働き方・行政改革推進本部会議が開催されました。2025年４月から８月までの時間外勤務の状況が公表され、「働き方改革取組方針」が数値目標として掲げる「月80時間超の職員ゼロ」が今年度も達成されない、という事実が明らかになりました。

これで、働き方改革の取組みがスタートした2017（平成29）年から、実に９年連続で目標を達成できなかったことになります（もちろん、目標を達成したことは一度もありません！）。

（詳細な資料や開催結果については、後日グループウエアに掲載予定です）

私たちの職場環境は年々「多忙化」が進んでいる！

図１の総括表を見ると、今年度４～８月は、県が条例等で上限時間と定めている「月100時間以上」の超勤こそ発生していないものの、年720時間超ペースに相当する月平均60時間超は26人、また、２～６か月
平均で80時間超の事案も延べ４人発生しています。

いわゆる上限時間等の状況は、昨年度同期と比較し減少していますが、逆に月45時間超勤務の延べ人数は、2023（令和５）年度から増加傾向にあります。

最近は職員の意識改革も進み、朝夕ミーティングや管理監督者によるログチェックもかなり徹底されてきています。とりわけ、上限時間等を超えた場合、その原因の確認は厳しくされているので、限度時間や上限時間等を超えないよう、未然に業務をコントロールする取組みが浸透しているはずです（実際に業務を行っているにもかかわらず、時間外勤務のシステム入力を制限される、との声も聞かれますが…）。

そうした状況で、月45時間超の時間外勤務を行う職員数が増加傾向にあるということは、業務量の増加や欠員等の理由により、年々多忙化が進んでいるからだと考えられます。
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（　）は「特例」除く人数
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限度時間

　月45時間超

1,550人(1,346人）�

1,573人(1,433人）�

　【参考】年360時間超ペース（月平均30時間超）�

1,325人�

1,352人�

上限時間等

　月100時間以上�

２人（１人）

０人（０人）

　【参考】年720時間超ペース（月平均60時間超）�

35人

26人

　２〜６か月平均80時間超 ※年度を超えて計算�

７人（１人）

４人（３人）

　月45時間超　年７回以上

—

—

働き方改革取組方針

　月80時間超

24人

６人

（　）は特例を除く人数（青字は事故報告の対象）

図１　総括表（限度時間等超過の状況）
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局　名

政策局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

総務局

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

くらし安全防災局

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

文化スポーツ観光局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

環境農政局

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

福祉子どもみらい局

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

健康医療局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

産業労働局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

健康医療局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

産業労働局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

県土整備局

1

(1)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

会計局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

企業局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

議会局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

教育局

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

人事委員会事務局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

監査事務局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

労働委員会事務局

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

合　計

1

(1)

1

(1)

4

(4)

0

(0)

0

(0)

6

(6)

令和７年度４〜８月：６人（６人）

【参考】令和６年度４〜８月：24人（13人）

局計

図２　時間外勤務　月80時間超の職員数
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第1四半期に発生した月80時間超の事案を放置している幹部職員の責任は？
「月80時間超ゼロ」の目標が今年度も達成できないこと自体、極めて大きな問題なのですが、とりわけ見過ごすことができないのは、その事案が発生した時期です。
図２（表面）を見ると、４月に１人、５月に１人、６月に４人と、第１四半期に集中して発生しています。

年度当初にすでに目標が達成できないことが分かっていながら、この時期まで状況を放置してきたことは、推進本部の設置目的である『働き方改革を進め、「働きやすさ」と「働きがい」を実感し、職員の笑いあふれる職場環境をつくることにより、職員一人ひとりのパフォーマンスを高め、ワーク・ライフ・バランスの実現と県民サービスの向上を目指す』という責務を放棄している、と捉えられても致し方ないでしょう。

もはや、知事、副知事をはじめ幹部職員は目標達成など本気で考えていないのではないでしょうか？ 

長時間労働を是正するためには特例業務の厳格化が不可欠です！
働き方改革を推進していくうえで、もう一点、絶対に欠かすことができない課題は「特例業務の厳格化」です。
「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、限度時間または上限時間が適用されない特例として、時間外勤務を命ずることができる」とされていますが、これまでその適用は管理監督者が恣意的に行い、そのことが真の長時間労働の是正を妨げる要因となってきました。

そもそも、『職員の勤務時間、休暇等に関する規則』第５条の５の４第４項では、特例業務を適用するにあたって、「当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行う必要がある。」とされているにもかかわらず、そうした分析や検証がされてきた形跡はありません。

今年度の国の勧告において、人事院は特例業務の範囲に関する判断を厳格にするよう、指導を強化するとしました。

本県においても、事案が特例業務であるか否かについて、労使双方で検証するルール作りが急務です。

いまこそ、働き方改革スタート当時の原点に戻るべき！
若い職員のみなさんはピンとこないかもしれませんが、かつて県庁は、日をまたぐ午前０時になっても、すべてのフロアに電気が煌々と灯っており、世間から「不夜城」と呼ばれていました。その頃は「残業をいとわず仕事に身をささげる」ことが美徳とされ、そのような激務に耐えられる職員が高い評価を受けていました。
もっとも、そんな風潮は神奈川県に限られたものではありませんでした。ぜひ、隣の席の先輩に聞いてきいてみてください。きっと、大流行した「24時間戦えますか？」という栄養飲料のＣＭソングとともにこの国に蔓延していた、働く者には実に過酷だった当時の話を聞かせてくれるはずです。

しかしながら、組織のために個人に過度な犠牲を強いるシステムは、当然のことながら様々な悲劇を招きました。心身の疾患から休職する者は後を絶たず、精神的に行き詰まり自死した者も少なくありません。そして残念ながら、本県でも少なくない数の仲間が精神を患い、自ら命を絶っていきました。

そうした誤った社会の在り方を変えるため、本県でも2017年4月に働き方改革の取組みをスタートしました。当時、県は敢えて国の基準である月100時間より厳しい月80時間を過労死ラインとし、実現可能な数値として目標設定したのです。

当時の議事録を見返すと、知事、副知事をはじめ幹部職員が、試行錯誤しながら目標達成のために真剣に議論を重ねていた姿が浮かんできます。

しかしながら最近の会議録を見ると、淡々とノルマをこなすばかりで、極めて定型的かつ画一的な議論に終始しており、「神奈川県の働き方改革は後退している」と言わざるを得ない状況です。

再び業務の多忙化が懸念される今だからこそ、働き方改革スタート当時の原点に戻り、（来年度からではなく）今すぐに目標達成に向けた取組を行うことが必要なのです。
2025確定闘争が
スタートしました！

県労連は10月15日（水）、副知事に対し2025賃金画定等要求書を提出しました。
次回は10月21日（火）に、副知事回答と第1回幹事団交渉が行われます。
主な確定闘争重点要求
１．給料表・給料月額について

○物価上昇による実質賃金の低下を考慮し、基本賃金についてはすべての職員の生活改善につながる水準に引上げ、プラス勧告をすみやかに実施し年内に差額を支給すること。
○定年引上げをふまえ、55歳昇給停止を見直すこと。

○採用にあたっては、昇格運用または給与の格付けについて検討し、改善すること。

２．諸手当等について
○自動車等使用者に対する通勤手当等について、職員の負担軽減を図るため、距離区分・手当額、有料の駐車場利用を含めた改善を行うこと。

○鉄道・バスの利用距離が1ｋｍ未満であっても、通勤手当の支給対象とすること。

３．再任用職員の賃金・労働条件について
○再任用職員の賃金水準等について、改善を図ること。

○一時金の支給月数や生活に関連する諸手当を常勤と同様にすること。

４．臨時的任用職員、会計年度任用職員について
○臨時的任用職員について、通勤手当の改善を図ること。月の途中で採用された場合、日割り支給とすること。

○会計年度任用職員について、継続雇用に努めるとともに、雇用更新年限を設定しないこと。

５．働き方改革の取組について
○事業の円滑な遂行を行うためにも年度によって定期人事異動の時期を変更しないこと。また、円滑な業務引継ぎ、庶務担当者の負担軽減、通勤手当の早期支給の観点からも人事異動時の内示時期を半月程度早めること。
６．人材の確保及び育成について
○離職者の増加に対する抜本的な対策を講ずること。また、退職理由を問わない再採用制度を導入すること。
県労連202５確定闘争日程
〇10月2１日（火）　副知事回答交渉

　　　　　　　　　　　第1回幹事団交渉

〇10月2３日（木）　県労連支部代交渉

〇10月2９日（水）　第2回幹事団交渉

〇1０月３１日（金）　県労連総決起集会

　　　　　　　　　　　18時30分から

〇11月６日（木）　　決議文手交

〇11月11日（火）　　県労連最終交渉

　　　　　　　　　　　自治労県職労拡大評議委

〇11月1３日（木）　戦術配置

